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ふたつの固定資産再評価
一 ソビエ トと ロシアの場合一

Revaluation;ofFixedAssetsintheUSSRandRussia

森 章
AkiraMori

この小論で取 り扱 うふたつの固定資産再評価とは,現 在の ロシアで行われた再評価 と,か つて

のソビエ トで行われた再評価 とをい う。

ソ連邦崩壊後の ロシアではいま,高 度のインフレーションに見舞われてお り,と くに,そ れは,,

ロシア政府が92年1月 か ら実施 した価格の自由化政策によって急速に進行 している。そして,市

場経済への移行を 目指 し,そ のもとで活動する企業のための新 しい企業会計制度を創出しようと

している現在,こ の貨幣価値の著しい変動を会計上どのように解決するかが問題 とな り,こ の問

題の解決策として,92年7月1日 の時点で固定資産の再評価が実施 された。他方,西 側のような

インフレーションのない計画経済 といわれていたかってのソ連邦においても,固 定資産の再評価

が歴史の事実として約10年 間隔で行われた。 ソビエ トか らロシアへの体制転換 とい う現実を挟ん

で,新 生 ロシアの市場経済への移行期における固定資産再評価 と,か つてのソ連邦の中央集権的

計画経済における固定資産再評価とをみることができるのである。

そこで,小 論では,あ い異なる経済体制のもとで実施されたふたつの固定資産再評価のそれぞ

れの目的と意義について考察していきたいと思 う。

(1)

は じめに,歴 史の順序に従 って,か つてのソ連邦で実施された固定資産再評価をみてみ よう。

ソビエ ト会計では固定フォン ドと呼ばれた固定資産の再評価は,1917年 の十月革命以降から50

年代末 までに,特 別の歴史的事情によ り限定 された産業部門やある一部の地方 ・地域において,
ω

20回 以上も行われていた。'が,そ の後,ソ 連邦の崩壊までの間に,す べての産業部門の固定資産

に対する全国家的規模による競一再評価が2回 行われた。

第1回 目の統一再評価は,60年1月1日 の時点で 国有企業 と協同組合企業(コ ルホーズを除く)

(ユ)た とえば,最 初の再評価は17年 か ら18年 にかけて企業の国有化過程で行われ,ま た,22年 には トラス

ト形成後の工業の固定資産,25年 には大工業の固定資産,27年 か ら32年 にかけて鉄道業の 固定資産,35

年 には ソフホーズとMTS(機 械 トラクターステーション)の 固定資産,40年 には 通信業,漁 業の固定

資産と西 ウクライナ,西 方ベロロシア地域の企業の固定資産,41年 置は リトアニア,ラ トビア,エ ス ト

ニア地方の固定資産,第2次 大戦後にはファシス ト・ドイツによって一時占領 されていた地域の 固定資
〔12〕49～54頁,〔15〕

産,52年 には製粉業の固定資産が,そ れぞれ再評価された。
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の固定資産に対 して,ま た62年1月1日 の時点でコルホーズの固定資産に対 して行われ,第2回

目の統一再評価は,72年1月1日 の時点で コルホーズを含むすべての独立採算:制企業の固定資産

に対 して,ま た73年1月1日 の時点で国家予算㊧資金で活動する予算施設の固定資産に対 して行

われた。 この2回 にわたる固定資産 の再評価はほぼ同様な方法で行おれ,第1回 目の再評価の内
〔15〕

容については拙著rソ ビエ ト減価償却論争』で,第2回 目㊧それについては拙著r現 代社会主義
〔!6〕

の会計構造一固定フォン ドの計算:と管理一』ですでに詳細に考察しているので,こ こでは,ソ ビ

エ ト会計のもとでの固定資産再評価の目的と意義について改めて振 り返 ってお きたい。

市場の欠落 した強度の中央集権的計画経済であったソ連では,企 業形態は国有企業かもしくは

協同組合企業かであ り,そ れに対応 して,企 業の固定資産も国家的所有か もしくは集団的所有か

にな っていた。 しかも,国 有化 された土地,鉱 物産地,森 林は,売 買取引の対象から外され,:貨
②

幣的評価を受けず,貸 借対照表上に計上 されず,会 計上の固定資産か ら取 り除かれていた。企業

は,こ うした土地を除 く社:会的所有の固定資産を取得した場合,国 が定めたその取得価額Rep.

』oHaqa』bHa∬cToHMocTb)で 記帳を行い,こ の記帳された価額をバランス価額(6aπaHcoBa只cToH・

MOCTb)と 呼んだ。そして,記 帳後,固 定資産は,'当該固定資産のために バランス価額に 対する
(3)

百分率で国が設定 した減価償却控除率に基づいて・原則 として定額法に よって償却 されていた。

つま り,企 業では,固 定資産は取得原価主義で計上 され,規 則 的に減価償却 されてお り,と の点

に限っていえぽ,そ れは西側の会計実務と同 じであった。

だが,当 時の ソ連経済は西側のよ うなインフレなき経済 といわれ,貨 幣価値の著 しい変動はな

か った。にもかかわらず,2回 におたって固定資産再評価を行 った理由として,つ ぎのことが挙

げ られていた。すなわち,第1は,固 定資産が社会的に増加す る一方で,企 業での新規の固定資

産の採用も増加 し,し かも,固 定資産の組成内容に大きな変化を与えつつ,と くに新型の機械 ・

設備 ・器具な どが生産過程に導入されていったこと,第2は,固 定資産を初めとして取引される

殆 どすべての生産物の価格は国によって決定 されていたが,国 家(社 会)の 経済政策の変更の折 り

に,生 産物や料金に対する国の価格形成が変化して,生 産物 としての固定資産の価格は引き下げ

られた り引き上げられた りしたこと,第3は,機 械製造業の労働生産性が向上して,機 械 ・設備

・器具などの生産費が廉価匠なっていったことであ る。

と りわけ,第3の 理由が,固 定資産再評価を実施する理論的根拠 として強調 されπ。周知のよ

うに,経 済学の理論によると,機 械や設備などの固定資産の価値は技術進歩による機械製造業の

労働生産性の向上で変化し,原 則 として・従来の機械 と同じ種類の新 しい機械はこれまでよワ少

ない生産費で生産されることになる。 このため,以 前に取得した固定資産の価値で計上された価

額は,時 が経過するにつれ,現 時点Pそ の価額と乖離していくζとになる。同じ琿類 ・性能の固

定資 産で も,以 前 に取 得 した ものの価額 とそれ以後 に取 得 した ものの価額 で計上 されて,ソ ビエ

ト会 計で混合的評価(とMe田aHHaHoueHKa)と 呼 ばれ るよ うな状態 が 生 まれ るとした。 その うえ,

'』(2)貨 幣的評価を受けない土地などは
,た だそめ面積のみが表示されていた。

(3)ソ ビエ ト会計のもとでの減価償却会計については,〔15〕 〔16〕を参照。
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この混合的評価は,さ きの第1,第2の 理 由によっても生起 し,そ れは減価償却費の算定や生産

物原価の計算などの正確性を歪めるので,こ こに,あ る一定の時点で,計 上されている現存の固

定資産の取得価額を現在の時価価額(BoccTaHoBHTeπbHaHcToHMocTb)へ 評価替えする必要がある

と考えた。

もっとも,純 理論的にいえば,機 械や設備などの価値は機械製造業における労働生産性の向上

に比例 して漸次低減 し,こ れに応 じて既存の同じ種類 ・性能の機械や設備の価値 も漸次低下する

ので,毎 期末ごとに固定資産を再評価 しなければならない。だが,固 定資産の全国家的規模 の統

一再評価は多 くの労力と時間,大 きなコス トを要するたあ,そ れはソビエ ト会計では約10年 の間

隔で実施していた。

また,ソ 連では,固 定資産の再評価を実施する際に,減 価償却控除率を同時に改訂 していた。

この改訂においては,新 型の高性能の機械や設備 の出現で,陳 腐化 し価値低下する固定資産の償

却率を引き上げることに していた。そして,こ の価値低下を道徳的磨減(Mopa』bHH逝H3Hoc)の

第2形 態と呼び,他 方,さ きの労働生産性 の向上による固定資産の価値低下を道徳的磨滅の第1

形態と呼んで,前 者は当該固定資産の償却率を改訂する(償却率を引き上げて耐用年数を短結する)こ

とで,後 者は当該固定資産の再評価を実施する(取 得価額を時価価額へ評価替えする)こ とで解決を

図6て いた。

個々の企業においては,こ うした固定資産再評価はつぎのような手順で行われた。すなわち,

(1)会計実務で固定資産と規定された資産を,国 が定めた固定資産の種類別と産業部門別の分類基

準に従 って分類する,(2)分 類された固定資産を,再 評価する資産と再評価 しない資産 とに整理す

る,(3)再 評価する固定資産の実地棚卸をする,(4)固 定資産の時価価額を決定する,(5)固 定資産の

物理的磨滅額を決定する,(6)固 定資産再評価の結果についての報告書を作成することである。こ

のうち,(4)の 時価価額の決定については,再 評価 される固定資産を,a)建 物,構 築物,伝 達装置

と,b)機 械,設 備,運 送手段 とのふたつのグループに大別 して,そ れぞれの固定資産を国が定め

た基準で時価価額への換算が行われ,⑤ の物理的磨滅の決定については,固 定資産の技術状態の

実地調査または耐用年数のデータに基づいて,国 が定めた方法で再評価 される固定資産に対する

物理的磨滅め算定が行われた。そして,時 価価額から物理的磨滅額を差 し引いた残高は,ソ ビエ

ト会計では残高価額(ocTaToqHaHcToHMocTb)と 呼び,再 評価の時点における固定資産の末償却

残高とした。また,再 評価の結果,新 しいバランス価額は,こ れまでのバランス価額 と比較 して,

ある種類の固定資産については増加 した り,他 の種類のものについては減少した りするが,こ の

固定資産評価額の変更つま り再評価差額は,資 本金に相当する国有企業の定款基金や協同組合企

業の不分割基金の額に反映 された。

ところで,ソ ビエ ト会計制度には強度の中央集権的計画経済の特質を痛々しいまでに反映され
④

ていたが,そ れは固定資産の再評価においてもつ ぎのような点にみられた。

(4)こ の点 の 詳 しい 内 容 に つ い て は,〔17〕 〔18〕 〔19〕 を参 照 。
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まず第1に,西 側と同 じように取得原価主義に基づいて,固 定資産はその取得価額で計上され

たが,こ の価格は市場価格ではなか った。それは,国 が決定 して個々の企業に示 した1種 の計算

価格であった。この価格は,一 定期間固定されていたとはいえ,国 の経済政策の変化により時々

改定 されるので,こ のことが再評価を実施するひとつの理由となったことである。

ついで第2に,こ れまた西側 と同 じように固定資産は規則的に減価償却 されていたが,国 は企

業(と くに国有企業)へ 固定資産を無償で(60年 代中葉からは使用料をとって有償で)供 与した 代わ り

に,こ の減価償却控除の基金の全額を(60年 代中葉からは一部を企業に留保して)徴 収し,個 々の企

業か ら集中したこの基金を新規投資のひとつの財源とした。国家的所有である固定資産の更新や

拡張などに対する管理の責任主体は国であるとして,国 はこの管理に必要な固定資産の評価額を

時に統一再評価によって得る必要があったことである。

そこで第3に,企 業の再評価結果の報告書で得た種類別 と産業部門別の固定資産の時価価額に

よる在高,そ の物理的磨滅額などのデータに基づいて,国 は,機 械製造業での技術進歩,生 産性

向上を考慮 しつつ,機 械や設備などの固定資産の生産計画,ま た種類別の固定資産の更新 ・拡張

・修繕 ・除却の計画,産 業部門別の固定資産の配置計画などを全国家的規模で策定すると同時に,

これらの計画に対応 して固定資産の減価償却控除率を改訂 したことである。

また第4に,固 定資産の再評価差額を定款基金や不分割基金へ反映させる会計処理は,国 有企

業 や協同組合企業に対する国や組合の資金拠出額の変更をあきらかにしているということである。

そして第5に,固 定資産再評価が必要 となる主要な理論的基礎を,「 その 〔機械の〕価値は,も

はや,実 際にその機械 自身に対象化されている労働時間によっては規定されないで,そ れ 自身の
〔ll〕528頁

再生産かまたは もっと優秀な機械の再生産に必要な労働時間によって規定されている」とい う経

済学の理論に求めたことである。そのうえで,生 産性の向上で同一性能の労働手段が廉価に生産

されることによって生ずるその資産の価値低下(道徳的磨滅の第1形 態)は,使 用価値を維持 しなが

らも価値のみ消失するものと解し,再 評価による固定資産の時価価額の決定の際に考慮 された。

つ まり,固 定資産のバランス価額を変えることに よって解決した。他方,新 しい高性能の労働手

段 が出現することによって生ずるその資産の価値低下(道徳的磨滅の第2形 態)は,使 用価値 も価値

も消失するものと解 し,固 定資産の減価償却控除率の改訂の際に考慮 された。つまり,技 術革新

の影響を受ける資産の償却率の引き上げ(耐 用年数の短縮による社会的に陳腐化する以前での資産の早

期の償却)に よって解決したことである。

こうして第6に,個 々の企業 レベルで生起する会計事象を国民経済レベルの経済理論で解明し,

経済学でい うところの社会的に必要な費用で,価 値に近似する価格を求めながら,こ の価格によ

る資産の計上のために,固 定資産再評価を実施したことである。

こうした特徴ある固定資産再評価は,法 人格をもち独立採算:制を採用 していたとはいえ,企 業

は経営成績と財政状態に責任を負 うビジネス ・エンティティではなく,企 業を管轄する国が実質

的なエンティティとな り,そ の中で個々の企業をサブエンティティとし,ま た ミクロの企業会計

よ りもマクロの統一国民経済計算に偏重 した ソビエ ト会計制度のもとで行われたのである。
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では,現 在の ロシアで実施 されたもうひとつの固定資産再評価は,ど のような方法で行われ,

いかなる目的と意義をもった ものであるのか。つぎにみてみよう。

(2)

ソ連邦崩壊後の92年1月,ロ シア最高会議で,国 際的に採用されている西側の会計実務による

会計制度への移行が決議 され,ま た同年3月,こ れからの市場経済のもとで会計制度の基礎 とな

る 「ロシア連邦における会計と報告書に関 す る規 程」(92年3月20日 付ロシア連邦財務省承認,以 下

「92年会計 ・報告書規程」という)が,ま た,「企業の財務 ・経済活動の会計勘定計画とその適用に

関する訓令」(91年12月19日付ロシア連邦経済省,財 務省承認 以下 「91年勘定計画」という)などが制定

されて,強 度の中央集権的計画経済のもとで採用 されてきたこれまでのソビエ ト会計制度か ら,

これか らの市場経済のもとで活動する個々の企業のための新 しい会計制度への転換がいま徐 々に
(5)

行われ ている。 そ して,こ の会計改革 の最中に図1に み る よ うな高度の インフ レー ションが起き,

そ のも とで固定資産再 評価が実施 された。

図1ロ シアのインフレとルーブルの下落

(消費者物価上昇率はロシア統計国家委員会調べ。交換レートはモスクワの銀行間取引値)
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(出所)〔13〕 より。

ロシア連邦政府 は,92年8月14日 付 で再評価 に関するふたつの決定を公布 した。 ひ とつ は・「ロ

〔4〕24頁,〔6〕
シア連邦 にお ける固定 フォン ド 〔資産〕 の再 評価について」であ り,も うひ とつは 「ロシア連邦

[5〕24頁,〔7〕

にお ける固定 フォン ド 〔資産〕 の再評価 の実 施方法」であ る。前者 の決定 は,既 存 の国有 企業の

脱 国家化 ・民営化 な どによって,国 有企業 のほかに さまざまな所 有形態 の異 なる経済主体 が生ま

(5)ロ シアで現在行われている 「92年会計 ・報告書規程」を軸 とした会計改革については,〔21〕 を参照。
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れてきているが,こ れ らの所有形態に関係な く,ロ シアのすべての企業(組織)は,会 計データに

基づいて,92年7月1日 の時点における固定資産の再評価を同年10月1日 までに実施することを

公示 したものである。そして,後 者の決定は,今 回の再評価の目的を,92年1月 からの価格自由

化のもとで,企 業の固定資産の更新のための確実な貨幣資金をつ くること,・および財産評価にと

って経済的に基礎のある価額をつ くることにあるとして,つ ぎのような固定資産再評価の方法を

提示 した。

まず,再 評価の対象となる固定資産は,建 物,構 築物,伝 達装置,機 械,設 備,運 送手段,そ

の他の種類の固定資産である。 しかも資産の技術状態(磨 滅状況)に 関係なく,ま た稼働 ・運営中

のもの,保 管 ・予備のもの,未 完成のもの,賃 貸借中のものなどすべてのこれらの固定資産を再

評価する。さらに物理的にも社会的にも陳腐化して消去を予定 しているが,ま だ消去を書類で正

式に確認していない固定資産 も再評価する。

つぎに,再 評価の基礎 となるデータは,92年1月1日 の棚卸の結果より得た 固定資産のバラ

ンス価額と,こ の価額を 現在の貨幣尺度に 修正す る際の時価価額への換算係 数(KO∋ ΦΦH照eHT

nepecqeTa)つ まり再評価倍数である。

そ して,再 評価倍数は国によって定められるが,表1は その決定された再評価倍数である。

ついで,バ ランス価額に再評価倍数を乗 じて,固 定資産の時価価額が決定 される。

なお,再 評価後に,減 価償却費の増加によって財務的指標が著 しく悪化する企業では低い償却

率の採用を,反 対に,生 産を技術的に再装備する大規模な投資計画をもつ企業で献 高い償却率の

採用を,地 元の税務機関や国の経済 ・財務機関との調整を経 世,採 用できるとしている。

以上が92年8月14日 の決定の主要な内容である。が,こ の決定だけの内容からは,ま だ再評価

の具体的な方法を知ることができない。そこで,決 定の公布後に,r経 済新聞:経 済 と生活』紙
〔8〕〔9〕〔10〕(6)上

に記載 された若干の固定資産再評価の解説記事を拾いながら,そ ㊧内容をみてみたい。

まず,建 物は再評価の対象となるが,そ れは寮を含み住宅を除いたものである。未完成建物で

92年 に実際に運営される建物については,91年1月1日 までの建設費 と91年のそれとが区分 され

てそれぞれ再評価 される。詳 しくいえば,未 完成建物の建設費を91年 以前のもの,91年 のもの,

92年 のものに分け,そ れぞれの費用の支出年度に対する当該の:再評価倍数(表1よ り25,12,1)を

乗 じて,時 価価額が算:定される。92年1月1日 までに取得し倉庫に保管中の設備は再評価 される
⑦

が,ロ シア財務省の書簡で流動資産とみなされたものは再評価 しない。国有企業の脱国家化によ

って賃貸借制企業が生 まれてきているが,こ の賃貸借中の固定資産は賃貸者によって再評価 され

(6)い ま ロシアでは,政 治経済の混迷や紙不足などで出版界は混乱 している。 このため,学 術上の定期刊

行物や書物の発行は遅れ,そ の入手が極めて困難となっている。そ こで,詳 細な内容を知ることができ

ないので,新 聞紙上の解説記事に頼る以外になかった。

(7)な お,「92年 会計 ・報告書規程」によると,資 産を固定資産・と流動資産 とに区分する基準 と し て1カ

年基準と価額基準を明記 し,後 者の基準を3>004ル ーブルとし,そ れ以上の資産を 固定資産,そ れ以下

の資産を流動資産 と規定 している。この価額基準は,80年 以降長い間100ル ーブルであったが,91年 に .

は300ル ーブルへと引き上げられた。だが,そ れも,高 度の・インフレーシ ョンのため,3,000ル ーブル

へと再び引き上げられた。
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表1

1990年10月22日 付 ソ連邦閣僚決議で採択 された 「ソ連邦国民経済の

固定フ ォソドの統一更新用減価償却率」の分類による固定フォンド

のグループと整理番号

固 定 フ ォ ン ドの グル ー プ

1.建 物,構 築物および伝達装置

未完成建物

2.機 械 と設備:

有 色冶金のためのもの

鉄道車体

すべての種類の トラクター

化学工業のための設備

3.石 油 ・ガス採取のための機械と設備

タービン設備

金属切削設備(自 動ラインを除くン

軽工業のための技術的設備

(繊維産業の設備を除 く)

生産用と事務用の備品

および用具

4.木 工,木 材加工,セ ルロイ ド・紙工業

の設備

および繊維産業の設備

5.鋳 物用機械

6.計 算機技術

印刷工業の技術的設備

自動機械ライン

7.熔 鉱,熔 鉄,す べての種類の用具

圧延,選 鉱の設備

8.そ の他すべての種類の固定フォンド

整 理 番 号

10000～40000

43100～43151

50000～50016

40600^一9061

43200～43282

43400～43415

40100～40203

41000～41003

44900～44929

(44920と44921を 除 く)

70000～70011

60000～60005

44400～44609

44920と44921

41100～41103

48000～48010

44800～44807

41001

47000～47066

43000～43045

固定フォソドのパラソス価額を時価
.

価 額へ換算する係数(再 評価倍数)

1991年1月1
日以前に取得
したもの

25

46

18

14

11

4.5

16

36

に
た
年
し
91
得

の

19
取

も

12

20

8

6

5

3

7

15

1992年 に

取得 した
もの

1

1

1

1

1

1

1

1

(出所)〔5〕25頁,〔7〕より。

る。 この場合,賃 借者は,賃 貸借中の客体に対 してなされた資本的支出のデータや走行距離で算

定 した運送手段の償却額(磨滅額)に ついてのデータを,賃 貸者へ知 らせる。長期間にわたって賃

貸借 される客体については,賃 借者によって規定の方法で再評価される。 また国有企業4～民営化

によって株式会社が生まれてきているが,こ の会社の固定資産も規定の方法で再評価される。た

だ し,91年1月1日 以前に株式会社化が行われ,株 式会社の設立の際に,こ の会社の固定資産が

90年11月13日 付のソ連邦国家価格委員会決定の指数によってすでに評価され・建物 と構築物が83

年5月11日 付 と90年9月6日 付の ソ連邦国家建設委員会指示による評価を終わっている場合には,

この会社は91年1月1日 以前に取得した固定資産に対する再評価をしないとしている。

つぎに,再 評価倍数は広範囲な固定資産の実際価格についての国家統計から設定 したものであ

るといわれているが,表1に みるように,そ れは,再 評価 される固定資産をその種類別に分類し・

(8)ソ ビエト会計のもとでの固定資産の分類については,・〔i5〕〔16〕を参照。
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分 類 された8ダ ル ープに対 して固 定資 産の取得時別の再 評価倍数を設定 している。 この場合,こ
(8)

れまでのソビエ ト会計では,固 定資産を詳細に分類 し,そ の分類された資産に対 して償却率を設!

定していたので,今 回の再評価 される固定資産の分類 も,90年10月22日 に ソ連邦閣僚会議で承認
(9)

され,現 在採用されている統一更新用減価償却率の分類を踏襲している。1

ついで,時 価価額はバランス価額に再評価倍数を乗 じて決定 されるが,そ の際,再 評価倍数の

選定はつぎのようになる。例えば,92年 の時点で85年 に製造された金属切削設備を企業が旧価額

ですでに取得 していたならぽ,こ の設備の再評価倍数は表1か ら18とな り,設 備の時価価額は旧

価額の18倍 となる。

そ して,再 評価の結果で生ずるいわゆる固定資産再評価益は,92年8月26日 付のロシア財務省

書簡により,つ ぎの ような仕訳で処理 される。

借方 「固定資産」勘定(番 号Ol)貸 方 「特別目的基金」勘定(番 ・号88)

(「再評価積立金」補助勘定)

同時に,再 評価される固定資産のいわゆる減価償却累計額(磨 滅額)が 再評価倍数に基づいて算定

され,時 価価額から算定 された減価償却累計額(磨 滅額)と 取得価額か ら算定されたそれ との差額

は,つ ぎのような仕訳で処理される。

借方 「特別 目的基金」勘定(番 号88)貸 方 「固定資産の磨滅」勘定(番 号02)

(「再評価積立金」補助勘定)

倉庫にある保管中の償却を開始 していない設備については,そ の再評価益はつ ぎの仕訳で処理さ

れる。

借 方 「プラン ト設 備」勘定(番 号07)貸 方 「再評価積立金」 補助勘定

償却 を開始 して いない未完成建物につ いては,そ の再評価 益はつ ぎの仕訳で処理 され る。

借 方 「基 本投 資」勘定(番 号08)貸 方 「再 評価積立 金」補助勘定

こ こで使われ ている勘定 とその番号は,「91年 勘定計画」に配置 され ている勘定科 目とその整理番

号 であ る。科 目名について若干説 明す る と,「特別 目的基金 」(ΦoHAblcneUHaπbHoroHa3HaqeH朋)

勘 定 の中の補 助勘定であ る 「再評価積立 金」勘定 は,ロ シア語 では ΦOHAH瓢eKcaUHHHMy【He・

CTBaと い い,直 訳す れぽ 「財産指数化基 金」勘定 となるが,小 論では 再評 価積 立金 と訳 出 した。

また 「固定資産 の磨滅」(143HococHoBHHxcpeAcTB)勘 定 は,意 訳すれ ぽ 「固定資産 の減 価償却

累計 額」勘定 となるが,小 論 では固定資産 の磨滅 と訳 出 している。

と ころで,「92年 会 計 ・報告書規 程」に基づ いて,ロ シア財務 省は,92年6月9日,財 務諸表の

体 系 と様 式を宗 した 「企業 と組織 の年度 会計報告書の量 と様式につい て」 の書簡 を,ま た同年6

(9)こ の90年10月 に:承認 された統一更新用減価償却控除率については,〔20〕 を参照。
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月24日',そ の様式の記入手続 きを定めた 「企業の年度会計報告書様式の記入手続きに 関 す る訓
oo

令」 を発表 してい るが,こ の書簡や訓令 に よる と,上 記 の諸勘定はつ ぎのよ うに表示 され る。す

なわ ち,「 固定資産」(OcHoBHHecp瓠cTBa)勘 定,「 プラン ト設備」(060p翼oBaHHeKycTaHoBKe)

勘 定,「 基本投資」(KanKTaπbHueBπo》KeH朋)勘 定 は,貸 借対 照表 の資産 の 部に表示 され る 項 目

で あ り,「 固定資産 の磨滅 」勘定 は,同 じ資産の部に 「固定資産」 勘定 に対 す る 控除形式で 表示

され る項 目としている。 そ して固定資産再評価益を示す 「再 評価 積立金」補助勘定 をもつ 「特別

目的基金」勘定 は,貸 借対照 表の資本 の部に表示 され る項 目としてい る。 この ことか ら,固 定資

産 の評価替えに よる差額 を利益 とみないで貸方側 の資本 の修正 として処理 してい ることがわか り,

固 定資産の再評価か らの資金を企 業に留保 させ るよ うに している。

「92年 会 計 ・報告 書規 程」(第43条)で は,92年1月1日 か らは固定資産は法定 の 標 準 耐用 年数

内で減 価償却 してい くこ とを明記 している。だ が,こ れ まで の ソビエ ト会計 では,企 業は,国 の

定 めた標準 耐用年 数を基準 と しなが らも,実 際耐 用年数 で固定資産を減価償却す る場合 もあ った

ので,再 評価 に際 して,過 年度に過度に計算 して きた償却額(磨 滅額)を 減額す る必要 があ った。

そ こで,こ の処理 を,借 方 「固 定資産 の磨 滅」勘定(番 号02),貸 方 「定款基 金」(yCTaBHb溢 φOHπ)

勘 定(番 号85)の 仕 訳 で行 うとしている。例 をあ げてお こ う。

〔例〕92年1月1日 現在 の会計 データか ら,つ ぎのデ ータを得た。a)85年 に 計算機を取 得,b)

取 得 価額は50万 ル ーブル,c)計 算 された償却 額(磨 滅額)は52万 ル ーブル。 また,表1か らこ

の計算機 の再評価倍数 は4.5で あ り,92年 に は計算機 のグル ー プに変動 がない とす る。

この場合,以 下 の よ うな会 計処 理が行われ る。

(1)92年1月1日 現在で の,過 年度 に過度 に計 算 された償却額(磨 滅額)の 修正

借方 「固定 資産 の磨滅」勘定(番 号02)20,000ル ー ブル

貸方 「定 款基金」勘定(番 号85)20,000ル ー ブル

〔520,000-500,000=20,000ル ー ブル〕

(2)時 価 価 額 までの取得価額 の引 き上 げ

借 方 「固定 資産 」勘定(番 号01)1,750,000ル ー ブル

貸方 「特 別 目的基 金」勘定(番 号88)

(「再評価積立金」補助勘定)1,750,000ル ー ブル

〔500,000×4.5=2,250,0002,250,000-500,000=1,750,000ル ー ブル〕

(3)計 算 された償却額(磨 滅額)の 再評価倍数に よる引 き上げ

借 方 「特別 目的基金」勘定(番 号88)

(「再評価積立金」補助勘定)1,750,00fル ー ブル

貸方 「固定資産の磨滅」勘定(番 号02)1,750,000ル ー ブル

〔500,000x4.5=2,250,0002,250,000-500,000=1,750,000ル ー ブル〕

計算 された償却 額が取 得価額を超 過 していない場合 の例 をあげれば,つ ぎのよ うに なる。

⑩ この書簡と訓令の詳細な内容については,,〔22〕 を参照。
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〔例 〕92年1月1日 現在 の会計 デ ータか ら,以 下 のデ ータを得た。

建物,構i築 物,伝 達装置 のバ ランス価額……7,000,000ル ー ブル

これ らの固定資産 の計算 され た償却額(磨 滅額)… …1,099,000ル ー ブル

内訳:

a)91年1月1日 以前 に取 得 した もの

取 得価 額……・…………・……… ・………4,000,000ル ー ブル

計算 された償却 額(磨 滅額)… …………1,000,000ル ー ブル

更新用年度償却率 ……………… ・・……………・…・・… …・12%

月 次 償 却率 ……・…………・・…… …………・・…・…………1%

再 評 価倍数(表1よ り)…… …………・・…… ・……・……・・…25

b)91年 に取 得 した もの

取 得価額 …… …・………・・……… ………3,000,000ル ー ブル

計算 され た償却額(磨 滅額)… ………………99,000ル ー ブル

更新用年度償却率 ……………… …… ・……… ……・… ・6.6%

月 次 償却率 ……………・…・……… ……・・…… ・・…… …0.55%

再 評 価倍数(表1よ り)………… …・………… ・… …・…・・…・12

c)92年 に はこれ らの固定 資産の グル ープに変動が ない とす る。

この場 合,つ ぎの よ うな計算 と会 計処 理が行わ れ る。

(1)91年1月1日 以 前 に取 得 した固定資産の時価価額は,1億 ル ーブル となる。

〔4,000,000×25=100,000,000ル ー ブル〕

(2)91年 に 取得 した固定 資産 の時価価額は,3,600万 ル ー ブル とな る。

〔3,000,000×12=36,000,000ル ー ブル〕

(3)91年1月1日 以前 に取 得 した固定資産 の再 評価倍数に よる償却額(磨 滅額)は,2,500万 ル

ーブル とな る。

〔1,000,000×25=25,000,000ル ー ブル〕

(4)91年 に取 得 した固定資産 の再 評価倍数による償 却額(磨 滅額)は,118万8,000ル ー ブル とな

る。

〔99,000×12=1,188,000ル ー ブル〕

(5)92年1月1日 以前に取得 した固定資産の再 評価益は,1億2,900万 ル ーブル とな る。

〔100,000,000-9,000,000)十(36,000,000-3,000,000)=129,000,000ル ー ブル〕

この仕訳 は,つ ぎの よ うに なる。

借方 「固定資産」勘定(番 号01) .貸 方 「特別 目的基金」勘定(番 号88)

(「再評価積立金」補助勘定)

(6)92年7月1日 の時点での,上 記固定資産の計算された償却額・(磨滅額)の 再評価倍数による
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引 き上 げ額は,2,508万9,000ル ー ブルとな る。

〔(25,000,000-1,000,000)十(1,188,000-99,000)=25,089,000ル ー ブル〕

この仕訳は,つ ぎの よ うにな る。

借方 「特別 目的基金」勘定(番 号88)貸 方 「固定 資産 の磨滅」勘定(番 号02)

(「再評価積立金」補助勘定)

と ころで また,91年1月1日 か ら,企 業は,さ きに触 れた ソ連 邦閣僚会議が90年10月22日 付 で

承認 した統一更新用減価償却 控除率を採用 して いた。 だが,91年 に は機械,設 備,運 送手段 の卸

売 価格や建物 の建設価 格が改定 され,こ の価格改定 との関連で固定資産 の更新用財 源を保 障する

ために,償 却率 を引 き上げ ることが必要 となった。 そ こで,ロ シア政府 は,91年12月24日 付 の決

定 で,92年 の前 半期 には,企 業に対 して90年 の統 一更新 用減価償却控除率 を2倍 に した償却率の

〔1〕〔2〕20頁
採用を許可 した。そしてその際,92年1月1日 以前にすでに稼働 ・運営 されている固定資産をこ

の2倍 の償却率で償却する一方,92年 に新価格で取得した固定資産については2倍 にせず規定の

償却率で償却 していた。 と同時に,92年1月91日 以前に稼働 ・運営 されている固定資産の減価償

却控除額は,こ れまでの会計処理に従って,費 用勘定の借方 と 「固定資産の磨滅」勘定(番 号02)

の貸方 とに記帳 され,2倍 の償却率の採用によって増加 した減価償却控除額は,費 用勘定の借方

と 「当面の支出と支払の リザーブ」(Pe3epBHnpe即To兄 叩xpacxo八oBxnπaTe》Keの 勘定(番号89)

の貸方 と.に記帳されていた。

しかし,今 回の再評価の実施によって,減 価償却は固定資産の時価価額に基づいて行 うことに

なるので,2倍 の償却率の採用は廃止されることにな り,そ れと共に,そ の増加 した減価償却控

除額は,「 当面の支出 と支払の リザーブ」勘定(番 号89)の 借方から「再評価積立金」補助勘定の貸

方へ振 り替えることに している。加えて,92年7月1日 か ら10月1日 の間に固定資産を売却 した

場合,そ の売却の結果は,企 業活動の成果に関係づけないで,「再評価積立金」勘定で処 理 され

るとしている。

さきの再評価の実施方法に関するロシア政府決定では,固 定資産再評価後に,企 業は,も し財

政状態が悪化するならぽ低い償却率を採用し,も し大規模な投資計画の財源の確保を欲す るなら

ば高い償却率を採用することができるとしているが,こ の点についてはつぎのような解説がみら

れる。すなわち,再 評価後の固定資産の時価価額からの減価償却は,固 定化 された価格や料金で

生産物の販売や役務サービスの提供をする企業で,償 却費の増加に より財政状態が悪化するなら

ば6規 定の償却率よ りも0.5,0.6,0.7だ け引き下げた率によって行 うことができ,逆に,追 加の

資金を必要とするような生産の技術的再装備 の投資計画をもつ企業では,ロ シア連邦の経済省:と

財務省の同意を得て,規 定の償却率よ りも高い率によって行 うことができるという。

ここで規定の償却率 とい う場合,そ れは,「企業の固定資産価額は法令で 定めた率で償却され

る」(「92年会計 ・報告書規程」第43条)と した法定償却率のことである。現時点では,こ の法定償却

率は,さ きの90年10月 に設定された統一更新用減価償却率を指すことになるが,こ の償却率を設定

した際,減 価償却控除の算定方法に関する規程(90年12月29日 付のソ連邦ゴスプラン,財 務省,ゴ スパ
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αD
ソク,国 家価格委員会,国 家統計委員会,国 家建設委員会承認)も 同時に制定 された。 そ して,こ の規

程 は,原 則 として,固 定資産を定額法(paBHoMepHH負MeTo双,朋He伽b磁MeTo八)で 減 価 償 却す

るこ とを定め てお り,ソ ビエ ト会 計の もとで採用 されて いた減価償却控除 の算定方 法が踏襲 され

て いる。 が,し か し,規 程 の第27～33条 で は,所 与の償却率を2倍 以 内に 引 き上 げた定額法に よ

る償却 を加 速度償却(ycKopeHHaHaMopTH3aU朋)と 称 し,こ の加速 度償却 に よる機械 ・設備,運

送 手段(ロ シアではこれ らの資産を固定資産の積極的部分(aKTHBHaHqaCTb)と 呼ぶ)の 償 却を認 め て

い る。加 えて,小 企 業に対 しては,「 小企業 の援助 と発展に関す る施策に つ い て」(91年7月18日

付 ロシア閣僚会議決定)に 基づい て,耐 用年数3年 以上 の固定資産 にはその価額 の50%ま で の 初年

度償 却を,ま た固定資産 の積 極的部分に は加速度償却 の適用 をそれぞれ認めて いる。 よって,固

定資産 再評価後 には,こ の よ うな加 速度償却 も採用 され てい くことにな る。

〔3〕23頁
ロシア連邦財務省は,92年8月26日 付の書簡で,固 定資産再評価の結果についての会計データ

を,さ きに触れた財務諸表の体系 と様式を示した書簡(92年6月9日 付)と その様式の記入手続き

を定めた訓令(同 年6月24日 付)と に基づいて作成 される企業の財務諸表へ表示することを決定し

た。そ こで最後に,固 定資産再評価の結果についての会計データが,ど のように92年 度の財務諸

表へ表示 されるのかを,前 例のデータを利用してみてみよう。

(1)92年1月 ・1日以前に取得 した固定資産の時価価額は,1億3,600万 ルーブル と なる 〔100,

000,000+36,000,000)。 再評価後の固定資産の新 しいバランス価額となるこの金額は,貸 借対

照表の借方に配置 される固定資産のひ とつの内訳項 目である 「取得価額」項 目(行の番号020)へ
⑬

表示 され る。

(2)規 定 の償却率 と取得価額 とに基づ いて,1月1日 か ら6月30日 までの計算 された償却額

(磨滅額)は,以 下 の よ うにな る。

a)91年1月1日 以前 に取 得 した固定資産については,24万 ル ーブル とな る

(4,000,000100×1%・ ・ヵ 月).

・)91年V・ 取 得 ・ 燗 定 葡 ・つ い て は,9脚 ・・ ル ー ブ ル と な ・(3,000,000101。 ×0.55・

・ヵ 月).

(3)規 定の償却率 と時価価額とに基づいて,7月1日 か ら12月31日 までの計算され た 償 却 額

(磨滅額)は,以 下のようになる。

・)91年1月1日 以 前 に 取 得 し 燗 定 資 産 ・・つ ・・て は,6・ ・万 ル ー ブ ル と な る(100,000,000
100×

1%・6胡)
.

・)91年 ・・取 得 ・燗 定 資 産6・ つ ・・て は,118万8,… ル ー プ ・レと な ・(36>000,000xO.55%100

・6ヵ 月).

⑳ この規程の詳細な内容については,〔20〕 を参照。

⑫ ただし,こ の50%は,90年12月29日 付の規程では,20%と な っていた。

鱒 この貸借対照表の様式については,〔22〕 を参照。
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(4)計 算 された償却額(磨 滅額)は,752万7,000ル ー ブル となる(240,000+99,000+6,000,000+

1,188,000)。 この額 に92年1月1日 現在 の会計 データか ら得 られた償却額(磨 滅額)109万9,000

ル ー ブル(1,000,000+99,000)を 加 える と,862万6,000ル ー ブル とな る 〔(1,000,000+240,000+

6,000,000)+(99,000+99,000+1,188,000)〕 。 この862万6,000ル ー ブルは,再 評価倍数 を考 慮 し

て,貸 借対照 表の借方に配置 され る固定資産 の も うひ とつの内訳項 目であ る 「磨滅額(償 却額)」

項 目(行 の番号021)へ 控 除形式 で表示 され る。

(5)92年 の 前半期に2倍 の償却率 を採 用 した場 合 の減価償却控除 の リザ ーブ(こ の例では,33万

9,000ル ー ブル 〔240,000+99,000〕 にあたる部分のもの)は,貸 借対照表付属 明細書 の 「固定 資産の

⑬

在 高 と動 き」 の部(行 の番号571)へ 表 示す る。

(6)再 評 価時点におけ る固定資産 の取 得価額 と時価価額 との差額(固 定資産再評価益)1億2,900

万 ル ーブル 〔(100,000,000-4,000,000)+(36,000,000-3,000,000)〕 は,上 記 と同 じ 「固定 資産の

在 高 と動 き」 の部(行 の番号572)へ 表 示す る。

以上 が,解 説 記事か らあ き らか になった,現 在 の ロシアで92年7月1日 の時点 で行 われた固定

資産再評 価の方法であ る。

(3)

今 回 の固定 資産 再評価は,中 央集権的計画経済 か ら市場 経済へ の移行期にお いて実 施 された。

しか も,そ れ は敗戦 直後の 日本 の状況 と同 じよ うな経 済的混乱 と高度の イ ンフ レー ションの もと
㈲

で行われた。 このため,つ ぎの点に,こ の固定資産再評価の特質をみることができる。

まず第1に,固 定資産再評価を行った理由は,こ れまでのような国が決定した価格ではな:くて,

市場価格によって固定資産を取得原価主義で計上しようとしたときに,こ の市場価格が高度のイ

ンフレーションで急騰 したため,こ れまでに取得した固定資産の記帳価額を評価替えする必要が

生 じたことである。

ついで第2に,固 定資産再評価の目的は,こ れまでのような統一国民経済計算を重視するので

はな くて,企 業会計を重視 して,個 々の企業が経営成績と財政状態に責任をもつビジネス ・エン

ティティとなるもとで,損 益計算に必要な財産評価に対する経済的に基礎のある価額を決定 し,

そ して,固 定資産の拡張 ・更新のための資金をつ くることである。

また第3に,固 定資産再評価の方法は,西 側で実施された再評価の方法 とほぼ同じように,固

定資産の取得価額に再評価倍数を乗 じてその時価価額を算定している。と同時に,こ れまでに計

算された償却額(磨 滅額)を 再評価倍数で乗 じて,時 価価額に対する固定資産の償却(磨 滅)累 計額

を算:出しているが,こ の算出は固定資産の技術状態の実地調査などを行った ソビエ トの場合の方

法と異なっていることである。

さらに第4に,固 定資産の再評価益は,ソ ビエ トの場合 と同様に,貸 借対照表の資本の部に再

(1の この貸借対照表付属明細書の様式については,〔22〕 を参照。

⑮ そして,日 本でも,周 知のように,固 定資産再評価が実施された。詳 しくは 〔14〕を参照。
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評価積立金の特別目的基金 として表示されるが,そ れは,こ れ までのような国が管轄するもので

はなくて,再 評価か らの資金を個々の企業の管轄下にお くようにしていることである。

そ して第5に,固 定資産再評価の理論的基礎は,ソ ビエ トの場合には経済学の理論に求めてい

たが,こ れ と訣別して,高 度のインフレーションのもとで要請 される企業の資本維持に求めてい

ること'である。

このような特徴をもつ固定資産再評価が,中 央集権的計画経済か ら市場経済への移行期の会計

改革によって,個 々の企業がビジネス ・エンティティとなっていく時期に行われたのである。だ

が果 して,固 定資産の再評価は1回 で済むのか,ま た,こ の再評価が低迷しているロシア経済に

対 していかなる意義をもつかなどは,今 後,注 目していく必要があろ う。 ともあれ,ソ ビエ トか

らロシアへ という体制転換の事実を鋏んで,わ れわれはあい異なるふたつの固定資産再評価をみ

ることができたのである。
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(付 記)脱 隔 饅 に 入 手 し た93年8月 号 の 『会 計』 誌 上 に は,「92年 会 計 ・報 告 書 規 程 」 の 内 容 を 一 部 修 正
注)し た93年

6月4日 付 の ロシ ア連 邦 財 務 省 書 簡が 公 表 され て い る。 そ れ に よ る と,資 産 を 固 定 資産 と流 動 資

産 とに 区 分 す る価 格 基 準 を3,000ル ー ブル か ら10万 ル ー ブル へ 引 き上 げ る と と もに,年 度 イ ンフ レ率 で毎

年 改 訂 す る こ と,ま た 「定 款 基 金 」(ycTaBHb爵 ΦoH八)を 「定 款 資 本 」(ycTaBHbl肖KanKTaの セこ改称 す

る こ とな どが 示 され て い る。

注0双ono凪eHHHxH3MeHeHKHno刀o}KeHu兄06yxraπTepcKoMyqeTeNoTqeTHocTH,

《ByxraJITepcK哺yqeT》,No.8,1993,c.53～55.


